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 小山町 平成２１年度 水質検査計画 

 

  

小山町では、水道法施行規則の改正（平成 16 年 4 月 1 日施行）により、平成 17

年度から水質検査計画を策定・公表しています。 

ここに、平成 21 年度の水質検査計画を策定しましたので公表します。 

  

 

検査計画の内容  

  １．基本的方針  ――――――――――――――――――――― １ 

  ２．水道事業の概要  ――――――――――――――――――― １ 

  ３．水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況  ――――――― ２ 

  ４．採水地点、検査項目、検査頻度及びその理由  ―――――― ３ 

  ５．水質検査方法  ―――――――――――――――――――― ８ 

  ６．臨時の水質検査  ――――――――――――――――――― ９ 

７．水質検査の自己／委託の区分  ――――――――――――― ９ 

８．水質検査計画及び結果の公表  ――――――――――――― ９ 

９．検査結果の評価について  ――――――――――――――― ９ 

10．水質検査の精度と信頼性保証について  ――――――――― ９ 

  11．関係者との連携  ――――――――――――――――――― ９ 

 

 

 

１ 基本的方針 

  水道水が水質基準に適合し、安全であることを保証するために、以下の方針で水

質検査を行います。 

 （１）検査地点 

    水道法で義務づけられている水道水の検査を給水栓(蛇口の水)で行います。

その他、原水(消毒前の水)で検査を行います。 

 （２）検査項目 

    検査項目は水道法で義務付けられた水質基準項目と水質管理上留意すべき

とされている水質管理目標設定項目及び独自の項目とします。 

 （３）検査頻度 

    水道法に基づく色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査については、

給水栓で毎日行います。 

    水質基準項目の検査は、概ね月１回以上行うこととされている項目について

は月１回、概ね３ヶ月に１回とされている項目については３ヶ月に１回、その

他の項目について省略が可能とされている項目については、水質の状況により、

３ヶ月に1回又は３年に１回に省略が可能な項目であっても１年に１回行いま

す。 

 

 

２ 水道事業の概要 

  小山町の公営水道は、小山町上水道・足柄簡易水道・上野中日向簡易水道・大御

神簡易水道の４水道施設として供給を行っています。 

  このうち、足柄簡易水道については、平成２１年度を目標に上水道への統合を計

画しています。 
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事業の名称 主な給水区域 

計 画

目 標

年 度

計    画 

給水人口 

(人) 

計画一日 

最大給水量

(ｍ3/日) 

小山町上水道 

須走地区・上野、中日向、大

御神を除く北郷地区・小山地

区・御殿場市柴怒田の一部 

H15 24,000  22,800 

足柄簡易水道 桑木・新柴・竹之下の一部 H12 2,290  1,640 

上野中日向簡易水道 上野・中日向 H 3 600  168 

大御神簡易水道 大御神 S63 160  62 

 

 

水源施設の概要 

 表１のとおり 21 個所(うち 2箇所は予備)の水源があり、13 系統の配水系により供

給を行っています。 

 

表１ 水源施設概要表 

区

分 
水源名 

水源 

種別 
浄水方法 

認可能力 
(ｍ3/日) 

配水系 

奈良橋第一 湧 水 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ 

奈良橋第二 湧 水 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ 

奈良橋第三 湧 水 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ 
6,120 

柳 島 湧 水 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ (予備) 

奈良橋 

一 色 深井戸 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ 1,110 一 色 

用沢第一 深井戸 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ 

用沢第二 深井戸 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ 
900 用 沢 

棚頭第一 深井戸 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ 

棚頭第二 深井戸 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ 
3,500 棚 頭 

宮 脇 深井戸 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ 1,080 

御登口第一 深井戸 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ 600 

御登口第二 深井戸 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ 800 

滝の台 伏流水 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ (予備) 

須 走 

籠 坂 湧 水 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ 5,820 籠 坂 

三菱第一 深井戸 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ 890 三 菱 

上 

水 

道 

ﾊｲﾃｸﾊﾟｰｸ 深井戸 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ 300 ﾊｲﾃｸﾊﾟｰｸ 

足柄宿 深井戸 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ 560 宿 

足柄向方 深井戸 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ 1,040 向 方 

足柄新柴 深井戸 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ 260 新 柴 

大御神 深井戸 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ 62 大御神 

簡

易

水

道 
上野中日向 深井戸 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞによる滅菌のみ 168 上野中日向 

 

 

３ 水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況 

 （１）原水の水質で留意すべき状況 

    配水系ごとに留意すべき対象項目及び対処方法は表２のとおりです。 
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表２ 原水の留意すべき対象項目及び対処方法 
区

分 
配 水 系 留意すべき事項 対象項目 対処方法 

奈良橋 
原水に含まれる硬度、蒸

発残留物 
硬度、蒸発残留物 

３ヶ月毎の浄水の水質検査

による監視 

一 色 
原水に含まれる蒸発残留

物 
蒸発残留物 

３ヶ月毎の浄水の水質検査

による監視 

用 沢 
原水に含まれるフッ素、

蒸発残留物 
フッ素、蒸発残留物

３ヶ月毎の浄水の水質検査

による監視 

棚 頭 
原水に含まれるフッ素、

蒸発残留物 
フッ素、蒸発残留物

３ヶ月毎の浄水の水質検査

による監視 

須 走 な し   

籠 坂 な し   

三 菱 な し   

上 

水 

道 

ﾊｲﾃｸﾊﾟｰｸ 
原水に含まれるフッ素、

蒸発残留物 
フッ素、蒸発残留物

３ヶ月毎の浄水の水質検査

による監視 

宿 
原水に含まれる硬度、蒸

発残留物 
硬度、蒸発残留物 

３ヶ月毎の浄水の水質検査

による監視 

向 方 
原水に含まれる蒸発残留

物 
蒸発残留物 

３ヶ月毎の浄水の水質検査

による監視 

新 柴 な し   

大御神 
原水に含まれる蒸発残留

物 
蒸発残留物 

３ヶ月毎の浄水の水質検査

による監視 

簡

易

水

道 

上野中日向 
原水に含まれる蒸発残留

物 
蒸発残留物 

３ヶ月毎の浄水の水質検査

による監視 

 

 （２）水道浄水の水質状況 

    水道浄水は水質基準を全て満足しており、安全で良質な水をお届けしており

ます。 

 

 

４ 採水地点、検査項目、検査頻度及びその理由 

 

 （１）採水地点 

１）毎日検査については、13 配水系の給水栓で行います。 

   ２）水質基準項目の検査は配水系統別に 13 個所の給水栓で実施します。 

    なお、水質管理上必要である原水については水源施設の給水栓で実施します。 

 

（２）検査項目 

１）毎日検査 色及び濁り並びに消毒の残留効果（遊離残留塩素）の検査は、

水道法に基づき各配水系毎に１日 1回の検査を行います。 

   ２）水質基準項目の検査(50 項目) 

    水質基準項目の検査は表３のとおり行います。 

   ①１ヶ月に 1回の検査項目 

    ｱ.下記の９項目については、１ヶ月に１回の検査を行います。 

     ｢一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素量 TOC)、pH 値、

味、臭気、色度、濁度｣ 

   ②概ね３ヶ月に１回の検査項目 

    ｱ.概ね３ヶ月に１回異常検査する項目は下記の 13 項目です。 

     ｢シアン化物イオン及び塩化シアン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトラ
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ンス-1,2-ジクロロエチレン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロ

ロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢

酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド｣ 

    ｲ.上記以外の項目と臭気物質を除く 26 項目については、原水の留意すべき

対象項目とされた項目については３ヶ月に１回の検査を行い、過去の検出

状況から判断すると３年に１回までに検査頻度を減少できる項目であっ

ても安全を確認するため、１年に１回の検査を行います。 

  ③臭気物質の検査 

     臭気物質については、小山町の水道水源の性質上（深井戸及び湧水）直接

臭気物質が発生する恐れが無いと判断されるものの、水源の水質が最も悪く

なると判断される時期に１回以上の検査を行います。 

     ｢ジェオスミン・2-メチルイソボルネオール｣ 

   ④原 水 

水質管理上必要である原水についても１年に１回実施します。 

 

表３ 水質基準項目及び検査頻度 

検査頻度(回/年)
 項  目 基 準 値 

給水栓 原水 
設 定 理 由 

1 一般細菌 1ml 中 100 以下 12 1 給水栓は毎月検査項目 

2 大腸菌 検出されないこと 12 1 給水栓は毎月検査項目 

3 カドミウム及びその化合物 0.01 mg/l 以下 1 1  

4 水銀及びその化合物 0.0005 mg/l 以下 1 1  

5 セレン及びその化合物 0.01 mg/l 以下 1 1  

6 鉛及びその化合物 0.01 mg/l 以下 1 1  

7 ヒ素及びその化合物 0.01 mg/l 以下 1 1  

8 六価クロム化合物 0.05 mg/l 以下 1 1  

9 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/l 以下 4 1 給水栓は３ヶ月毎項目 

10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/l 以下 1 1  

11 フッ素及びその化合物 0.8 mg/l 以下 1 1 数値の高い給水栓は３ヶ月毎 

12 ホウ素及びその化合物 1 mg/l 以下 1 1  

13 四塩化炭素 0.002 mg/l 以下 1 1  

14 1,4-ジオキサン 0.05 mg/l 以下 1 1  

15 
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ

-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 
0.04 mg/l 以下 4 1 給水栓は３ヶ月毎項目 

16 ジクロロメタン 0.02 mg/l 以下 1 1  

17 テトラクロロエチレン 0.01 mg/l 以下 1 1  

18 トリクロロエチレン 0.03 mg/l 以下 1 1  

19 ベンゼン 0.01 mg/l 以下 1 1  

20 塩素酸 0.6 mg/l 以下 4 - 給水栓は３ヶ月毎項目 

21 クロロ酢酸 0.02 mg/l 以下 4 - 給水栓は３ヶ月毎項目 

22 クロロホルム 0.06 mg/l 以下 4 - 給水栓は３ヶ月毎項目 

23 ジクロロ酢酸 0.04 mg/l 以下 4 - 給水栓は３ヶ月毎項目 

24 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/l 以下 4 - 給水栓は３ヶ月毎項目 

25 臭素酸 0.01 mg/l 以下 4 - 給水栓は３ヶ月毎項目 

26 総トリハロメタン 0.1 mg/l 以下 4 - 給水栓は３ヶ月毎項目 

27 トリクロロ酢酸 0.2 mg/l 以下 4 - 給水栓は３ヶ月毎項目 

28 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/l 以下 4 - 給水栓は３ヶ月毎項目 
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29 ブロモホルム 0.09 mg/l 以下 4 - 給水栓は３ヶ月毎項目 

30 ホルムアルデヒド 0.08 mg/l 以下 4 - 給水栓は３ヶ月毎項目 

31 亜鉛及びその化合物 1.0 mg/l 以下 1 1  

32 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/l 以下 1 1  

33 鉄及びその化合物 0.3 mg/l 以下 1 1  

34 銅及びその化合物 1.0 mg/l 以下 1 1  

35 ナトリウム及びその化合物 200 mg/l 以下 1 1  

36 マンガン及びその化合物 0.05 mg/l 以下 1 1  

37 塩化物イオン 200 mg/l 以下 12 1 給水栓は毎月検査項目 

38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 mg/l 以下 1 1 数値の高い給水栓は３ヶ月毎 

39 蒸発残留物 500 mg/l 以下 1 1 数値の高い給水栓は３ヶ月毎 
40 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/l 以下 1 1  

41 ジェオスミン 0.00001 mg/l 以下 発生時期 発生時期  

42 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/l 以下 発生時期 発生時期  

43 非イオン界面活性剤 0.02 mg/l 以下 1 1  

44 フェノール類 0.005 mg/l 以下 1 1  

45 有機物(全有機炭素 TOC) 3 mg/l 以下 12 1 給水栓は毎月検査項目 

46 pH 値 5.8 以上 8.6 以下 12 1 給水栓は毎月検査項目 

47 味 異常でないこと 12 1 給水栓は毎月検査項目 

48 臭気 異常でないこと 12 1 給水栓は毎月検査項目 

49 色度 5 度以下 12 1 給水栓は毎月検査項目 
50 濁度 2 度以下 12 1 給水栓は毎月検査項目 

※過去３年以上にわたる検査結果から、３年に１回の検査頻度まで省略可能な項目で

あっても、安全性を確認するため１年に１回の検査を実施します。 

※また、省略可能な項目であっても、給水栓水の検査数値が基準値の５分の１以上の

場合は３ヶ月毎の検査を実施します。 

 

 （３）その他 

    水質基準とするに至らないが、水道水中での検出の可能性があるなど、水質

管理上留意すべき項目として設定された水質管理目標設定項目については、水

質基準に準じ、給水栓水の必要な項目については表４のとおり水質検査を行い、

能力の大きい奈良橋第一水源の原水についても年１回の検査を行います。 

    また、農薬項目については、影響が予測されるゴルフ場で年間１０kg 以上の

消費量の項目及び農地については年間使用量が１００kg 以上の項目について

検査区分を表５のとおり計画し、表６の検査項目のとおり検査を行います。な

お、ダイオキシン類等については、より安全を確認するため、表７のとおり検

査を行います。 

 

 

表４ 水質管理目標設定項目及び検査頻度 

検査頻度(回/年)
 項  目 目 標 値 

給水栓 対象原水
実施配水系等 

1 アンチモン及びその化合物 0.015 mg/l 以下 1 1 全配水系及び奈良橋第一水源 

2 ウラン及びその化合物 0.002 mg/l 以下 1 1 全配水系及び奈良橋第一水源 

3 ニッケル及びその化合物 0.01 mg/l 以下 1 1 全配水系及び奈良橋第一水源 
4 亜硝酸態窒素 0.05 mg/l 以下 1 1 全配水系及び奈良橋第一水源 
5 1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/l 以下 1 1 全配水系及び奈良橋第一水源 

7 1,1,2-トリクロロエタン 0.006 mg/l 以下 1 1 全配水系及び奈良橋第一水源 

8 トルエン 0.2 mg/l 以下 1 1 全配水系及び奈良橋第一水源 
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9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.1 mg/l 以下 1 1 全配水系及び奈良橋第一水源 
10 亜塩素酸 0.6 mg/l 以下 1 1 全配水系及び奈良橋第一水源 
12 二酸化塩素 0.6 mg/l 以下 1 1 全配水系及び奈良橋第一水源 
13 ジクロロアセトニトリル 0.01 mg/l 以下 1 1 全配水系及び奈良橋第一水源 
14 抱水クロラール 0.02 mg/l 以下 1 1 全配水系及び奈良橋第一水源 

15 農薬類 1 以下 

影響の恐れのある配

水系の内最も影響が

あると判断される水

源で年２回 

一色、用沢・棚頭、須走、新柴、

上野中日向、大御神の各水源 

16 残留塩素 1 mg/l 以下 - - 毎日測定項目の数値で対応 

17 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10 以上 100mg/l 以下 - - 50(40)項目検査の数値で対応 

18 マンガン及びその化合物 0.01 mg/l 以下 - - 50(40)項目検査の数値で対応 

19 遊離炭酸 20 mg/l 以下 1 1 全配水系及び奈良橋第一水源 
20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3 mg/l 以下 1 1 全配水系及び奈良橋第一水源 
21 メチル-t-ブチルエーテル 0.02 mg/l 以下 1 1 全配水系及び奈良橋第一水源 
22 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) 3 mg/l 以下 1 1 全配水系及び奈良橋第一水源 
23 臭気強度(TON) 3 以下 - - 50(40)項目検査の数値で対応 

24 蒸発残留物 30以上 200mg/l 以下 - - 50(40)項目検査の数値で対応 

25 濁度 １ 度以下 - - 50(40)項目検査の数値で対応 

26 pH 値 7.5 程度 - - 50(40)項目検査の数値で対応 

27 腐食性(ランゲリア指数) -1～0 1 1 全配水系及び奈良橋第一水源 

28 従属栄養細菌 1ml 中 2,000 以下 1 1 全配水系及び奈良橋第一水源 

29 1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/l 以下 1 1 全配水系及び奈良橋第一水源 
30 アルミニウム及びその化合物 0.1 mg/l 以下 - - 50(40)項目検査の数値で対応 

 

※毎日検査項目については毎日の測定数値で対応します。 

※50(40)項目検査項目については 50(40)項目検査の数値で対応します。 

 

 

 

表５ 農薬項目検査区分 
汚染の可能性のある施設の状況 

 水源名 種別 
河川 

系統 ゴルフ場 農業施設等 
水質検査対応

1 奈良橋 湧水 須川 

上流域にｺﾞﾙﾌ場はあ

るが、河川からの直接

取水ではないため汚

染の可能性は少ない

と考えられる 

上流域及び周辺に畑及び

水田が存在するが、河川か

らの直接取水ではないた

め汚染の可能性は少ない

と考えられる 

検査対象とし

ない 

2 柳島 湧水 野沢川 無し 無し 
検査対象とし

ない 

3 
ﾊｲﾃｸﾊﾟ

ｰｸ 
深井戸 須川 

上流部にｺﾞﾙﾌ場はあ

るが、汚染の可能性は

無いと考えられる 

上流及び下流に畑及び水

田が点在するが、汚染の可

能性は無いと考えられる 

検査対象とし

ない 

4 一色 深井戸 
佐野川 

海苔川 

上流部にｺﾞﾙﾌ場があ

り、海苔川への農薬流

出による汚染の可能

性が考えられる 

周辺に畑及び水田が存在

し、海苔川への農薬流出に

よる汚染の可能性が考え

られる 

ｺﾞﾙﾌ場使用農

薬及び農業農

薬について検

査 

5 
用沢第

一 
深井戸 

須川 

佐野川 

上流域にｺﾞﾙﾌ場はあ

るが、汚染の可能性は

少ないと考えられる 

周辺及び下流に畑及び水

田が存在するが汚染の可

能性は少ないと考えられ

る 

棚頭第一水源

の水質検査結

果により対応

する 

6 
用沢第

二 
深井戸 

須川 

佐野川 

上流域にｺﾞﾙﾌ場はあ

るが、汚染の可能性は

少ないと考えられる 

周辺及び下流に畑及び水

田が存在するが汚染の可

能性は少ないと考えられ

る 

棚頭第一水源

の水質検査結

果により対応

する 
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7 
棚頭第

一 
深井戸 須川 

上流域にｺﾞﾙﾌ場はあ

るが、汚染の可能性は

少ないと考えられる 

下流に畑及び水田が存在

するが汚染の可能性は少

ないと考えられる 

ｺﾞﾙﾌ場使用農

薬について検

査 

8 
棚頭第

二 
深井戸 須川 

上流域にｺﾞﾙﾌ場はあ

るが、汚染の可能性は

少ないと考えられる 

周辺に畑及び水田が存在

するが汚染の可能性は少

ないと考えられる 

棚頭第一水源

の水質検査結

果により対応

する 

9 籠坂 湧水 佐野川 無し 無し 
検査対象とし

ない 

10 宮脇 深井戸 佐野川 

上流にｺﾞﾙﾌ場があり、

汚染の可能性が無い

とはいえない 

無し 

御登口第一水

源の水質検査

結果により対

応する 

11 
御登口

第一 
深井戸 

 

佐野川 

隣接地にｺﾞﾙﾌ場があ

り、汚染の可能性が有

ると考えられる 

無し 

ｺﾞﾙﾌ場使用農

薬について検

査 

12 
御登口

第二 
深井戸 佐野川 

隣接地にｺﾞﾙﾌ場があ

り、汚染の可能性が無

いとはいえない 

無し 

御登口第一水

源の水質検査

結果により対

応する 

13 滝の台 伏流水 佐野川 

上流にｺﾞﾙﾌ場があり、

汚染の可能性が無い

とはいえない 

無し 

御登口第一水

源の水質検査

結果により対

応する 

14 
三菱第

一 
深井戸 

佐野川 

海苔川 

上流域にｺﾞﾙﾌ場はあ

るが、汚染の可能性は

無いと考えられる 

下流に畑及び水田が存在

するが汚染の可能性は無

いと考えられる 

他の須走水系

水源の水質検

査結果により

対応する 

15 新柴 深井戸 金時川 

ｺﾞﾙﾌ場に隣接してい

るため、汚染の可能性

が有ると考えられる 

下流に畑及び水田が存在

するが汚染の可能性は無

いと考えられる 

ｺﾞﾙﾌ場使用農

薬について検

査 

16 宿 深井戸 
鮎沢川 

馬伏川 

上流域にｺﾞﾙﾌ場はあ

るが、汚染の可能性は

無いと考えられる 

上流及び周辺に畑及び水

田が存在するが汚染の可

能性は少ないと考えられ

る 

検査対象とし

ない 

17 向方 深井戸 
地蔵堂

川 

上流域にｺﾞﾙﾌ場はあ

るが、水系が違い汚染

の可能性は無いと考

えられる 

周辺に小規模な畑及び水

田が点在するが、汚染の可

能性は少ないと考えられ

る 

検査対象とし

ない 

18 
上野中

日向 
深井戸 須川 

ｺﾞﾙﾌ場との距離が近

いため、汚染の可能性

が無いとはいえない 

下流に畑及び水田が存在

するが、汚染の可能性は無

いと考えられる 

ｺﾞﾙﾌ場使用農

薬について検

査 

19 大御神 深井戸 須川 

ｺﾞﾙﾌ場との距離が近

いため、汚染の可能性

が無いとはいえない 

下流に小規模な畑及び水

田が点在するが、汚染の可

能性は無いと考えられる 

ｺﾞﾙﾌ場使用農

薬について検

査 

 

表６ 農薬検査項目 
一色水系

用沢・棚頭

水系 
須走水系 新柴水系 

上野中日

向水系 

大御神水

系 

 項   目 用 途 
一色水源

棚頭第一

水源 

御登口第

一水源
新柴水源 

上野中 F

日向水源 

大御神水

源 

1 チウラム 殺菌剤 ●      

5 イソキサチオン 殺虫剤  ●  ●  ● 

6 ダイアジノン 殺虫剤  ●   ● ● 

7 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP) 殺虫剤 ● ●  ●   

9 クロロタロニル(TPN) 殺菌剤 ● ●   ● ● 
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10 プロピザミド 除草剤  ●   ● ● 

17 ベンタゾン 除草剤 ●      

18 ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ(ｶﾙﾎﾞｽﾙﾌｧﾝ) 殺虫剤 ●      

21 アセフェート 殺虫剤     ●  

26 イプロジオン 殺菌剤 ● ●    ● 

30 クロロネブ 殺菌剤  ●  ●  ● 

31 トルクロホスメチル 殺菌剤  ● ●   ● 

32 フルトラニル 殺菌剤  ● ● ●   

33 ペンシクロン 殺菌剤 ● ● ● ● ● ● 

34 メタラキシル 殺菌剤 ●      

35 メプロニル 殺菌剤  ● ● ● ● ● 

36 アシュラム 除草剤 ● ●  ● ● ● 

37 ジチオビル 除草剤    ●   

40 ピリブチカルブ 除草剤  ● ●    

44 ペンディメタリン 除草剤 ● ● ●  ● ● 

45 メコプロップ(MCPP) 除草剤 ● ●   ●  

47 アラクロール 除草剤   ●    

50 ピロキロン 殺菌剤 ●      

51 フサライド 殺菌剤 ●      

52 メフェナセット 除草剤 ●      

53 プレチラクロール 除草剤 ●      

55 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ 殺菌剤  ● ● ● ● ● 

59 ブロモブチド 除草剤 ●      

65 ジクロベニル(DBN) 除草剤 ●      

72 グリホサート 除草剤 ●      

75 ベノミル 殺菌剤    ●   

77 シメトリン 除草剤 ●    ●  

82 プロベナゾール 殺菌剤 ●      

84 ダイムロン 除草剤 ●      

90 アゾキシストロビン 殺菌剤 ●      

91 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩 殺菌剤 ● ● ●  ●  

92 ホセチル 殺菌剤 ● ●  ● ● ● 

93 ポリカーバメート 殺菌剤 ● ● ● ● ● ● 

96 チオジカルブ 殺虫剤 ● ● ● ● ● ● 

97 プロピコナゾール 殺菌剤 ● ● ●    

 

表７ 独自の項目及び検査頻度 

検査頻度(回/年) 
 項  目 

給水栓 原水 
検 査 理 由 

1 指標細菌 - 1 
安全確認のため、原水が湧水の水源について

年１回の実施 

2 クリプトスポリジウム 随時 随時 原水で指標菌類等が検出された場合に実施 

3 ダイオキシン類 1 - 
安全確認のため、奈良橋配水系で年１回の実

施 

 

 

５ 水質検査方法 

  水質検査方法は、水質基準に関する省令の一部を改正する省令（平成 20 年 12 月

22 日厚生労働省令第 174 号）に基づいて告示された｢水質基準に関する省令の規定

に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する省令｣（平成 21 年厚生労働省

告示第 56 号）により行い、省令に記載されていない項目については上水試験方法

（日本水道協会編）などにより行います。 
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６ 臨時の水質検査 

  水道水が水質基準に適合しない恐れがある次のような場合には、臨時の水質検査

を行います。 

  ①水源の水質が著しく悪化したとき 

  ②水源に異常があったとき 

  ③水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行していると

き 

  ④浄水過程に異常があったとき 

  ⑤配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき 

  ⑥その他特に必要があると認められるとき 

 

 

７ 水質検査の自己／委託の区分 

  毎日検査項目である色・濁り並びに消毒の残留効果に関する検査については、上

下水道課職員及び巡回点検委託業者により実施します。 

その他の検査については、厚生労働省に登録された水質検査機関に委託して実施

します。 

 

 

８ 水質検査計画及び結果の公表について 

  水質検査計画や水質検査結果については、小山町ホームページへの掲載及び上下

水道課や小山町役場各支所で閲覧できるようにします。 

 

 

９ 検査結果の評価について 

  検査結果の評価は検査ごとに行います。また、検査の結果をもとに、必要があれ

ば検査計画を見直して行きます。 

 

 

10 水質検査の精度と信頼性保証について 

  結果を評価するにあたり、検査の精度と信頼性を保証するため、水質検査委託先

に技術の向上を努めていただきます。 

 

 

11 関係者との連携 

  水質汚染事故や水系感染症の発症などがあったときは、静岡県東部健康福祉セン

ターなどの関係機関と情報交換するとともに、連携して迅速に対策を講じます。 

   

 

         連絡先 〒410-1395 

             静岡県駿東郡小山町藤曲５７番地の２  

小山町役場経済建設部上下水道課 上水道担当 

             電話 ０５５０－７６－６１１２ 

 F A X ０５５０－７６－２７９５ 

             E-mail:jougesui@fuji-oyama.jp 

             URL:http://www.fuji-oyama.jp/ 


